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要旨 

【目的】 

本研究は、平成 30 年 4 月に新設された ①精神科在宅患者支援管理料（以下、管理料）の利用

実態を明らかにすること、及び ②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

の中で、地域の実情に応じて柔軟に実施することができるアウトリーチ支援に係る事業（新ア

ウトリーチ支援に係る事業）の実施体制およびケア内容、その効果を明らかにするための入力

様式を作製することを目的とした。 

【方法】 

①  管理料を届け出ている機関のうち調査への同意が得られた４施設（多機能クリニック２施設、

自治体精神科病院、私立精神科病院 各１施設）について、本管理料のもとでのサービス実施状

況、サービス提供体制、サービス利用者へのケア内容、実施にあたっての困難や課題につい

て、半構造的インタビューを実施した。 

②新アウトリーチ支援に係る事業のもと提供されているアウトリーチ支援内容を把握・管理す

るためのデータ収集システムの開発を行い、すでに本事業を導入している自治体において、モ

デルケースの入力を依頼し、入力項目やインターフェイスへの意見を聴取した。 

（聖路加国際大学の倫理委員会の承認を得て実施した。承認番号： 15-A034） 

【結果】 

① 平成 30 年 12 月時点で、管理料の届出施設は 193（35 都道府県）であった。うち４施設が

インタビュー対象となった。算定対象者は、月平均 20 名～300 名であった。要望として、必

要な職種の確保が難しい、会議についてハイリスク妊産婦連携加算のように 2 カ月に１回の開

催であると調整しやすい、在宅時医学総合管理料との使い分けが難しい等があがった。 

② 独自の情報システムを既に導入している自治体もあり、本研究で開発したシステムとの互換

性を考慮する必要があることがわかった。 

【考察】 

① 管理料の届出施設は前年度と比較し大幅に増加したが、一方で、課題も残った。本課題は４

施設における結果であり、今後は規模を拡大し、改定後の実態や課題を把握するため全国調査

を実施する予定である。 

② 自治体で独自に導入し始めている情報システムと、本研究で開発したシステムとの互換性を

検討してく必要がある。また今後は、本事業に取り組む自治体と医療機関や訪問看護ステーシ

ョンが本システムを活用し、連携をはかりながら往診・訪問看護を行う体制づくりも視野に入

れ、本システムの実装を進めていく予定である。 

A.研究の背景と目的 

精神科医療は「入院医療中心から地域生活

中心へ」という基本理念が示される中、地域

移行が進展しつつある。厚生労働省は平成

23 年度から 25 年度にわたって「精神障害者

アウトリーチ推進事業」を展開し、24 道府

県 37 機関に多職種アウトリーチチームを設

置することで、未治療者・治療中断者・長期
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入院及び入退院を繰り返す対象者に対してア

ウトリーチサービスを提供したところ、入院

（再入院）抑制や、症状・社会機能の改善に

対して一定の効果が示された 1)。これを踏ま

え、平成 26 年度の診療報酬改定では、精神

疾患をもつ患者の地域移行と地域定着の一層

の推進を目指して、病状が不安定な患者への

多職腫チームによる在宅医療の評価である

「精神科重症患者早期集中支援管理料」が一

般制度化された。この診療報酬制度は、長期

入院患者、又は入退院を繰り返し病状が不安

定な患者に対して、退院後早期に、精神保健

指定医、看護師又は保健師、作業療法士、精

神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管

理の下に定期的な訪問診療及び精神科訪問看

護を実施するとともに、急変時等に常時対応

できる体制を整備し、多職種が参加する定期

的な会議を開催することを評価するものであ

る。 

平成 30 年度の診療報酬の改定では、患者

の状況に応じ評価を充実させるべく、「精神

科重症患者早期集中支援管理料」は廃止さ

れ、新たに「精神科在宅患者支援管理料」

（以下、本管理料）が創設された。しかし、

本管理料の実施状況やサービス提供体制、実

施にあたっての課題は明らかになっていな

い。また、地域で暮らす精神障害者に対し、

各自治体において生活の包括的な支援を行う

ことにより、新たな入院及び再入院を防ぎ、

地域生活が維持できるような体制を強化する

べく、地域の実情に応じて柔軟に実施するこ

とができるアウトリーチ支援に係る事業（以

下、新アウトリーチ支援に係る事業）が平成

30 年より開始されたが、その運用実態は明

らかになっていない。 

 そこで本研究は、平成 30 年 4 月に新設

された本管理料の利用実態を明らかにするこ

とを目的とした。（【調査Ⅰ】）また、精神

障害にも対応した地域包括ケアシステムの構

築推進事業の中で、新アウトリーチ支援に係

る事業の実施体制およびケア内容、その効果

を明らかにするための入力様式を作製するた

めに、以下を実施した。（【調査Ⅱ】） 

 

【調査Ⅰ】精神科在宅患者支援管理料の利用

実態に関するインタビュー調査 

 

【調査Ⅱ】アウトリーチ支援に係る事業の実

施体制およびケア内容、効果を明らかにする

ための入力様式の作成 

 

B.方法 

【調査Ⅰ】 

(1)  調査対象 

 各地方厚生局のホームページに公開されて

いる本管理料の届出機関一覧について、届出

機関を私立精神科病院、自治体精神科病院、

多機能クリニックに分類し、そのうち同意の

得られた医療機関を調査対象とした。インタ

ビューは平成 31 年度 2 月～3 月にかけて実

施した。 

 

(2) 調査方法 

 対象者へ実施状況や算定期間、サービス提

供体制、サービス利用者へのケア内容、実施

にあたっての困難や課題について半構造的イ

ンタビューを実施した。 

 

【調査Ⅱ】 

新アウトリーチ支援に係る事業のもと提供

されているアウトリーチ支援内容を把握・管

理するための調査項目を検討し、図１のよう

な項目を設定してデータ収集システムの開発

を行った。すでにこの事業を実施している自

治体において 2019 年 2 月にモデルケースの

入力を依頼し、入力項目やインターフェイス

への意見を聴取した。 

 なお、本研究における調査は、聖路加国際

大学倫理審査委員会の承認を得て行った 

(15-A034)。 
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C.結果／進捗 

【調査Ⅰ】 

(1) 届出機関の概要 

 平成 30 年 12 月時点で、管理料の届出機関

数は 193（35 都道府県）であった。平成 29

年度末に調査した「精神科重症患者支援管理

料」の届出機関数との比較を表 1 に示す。 

 

(2) 本管理料の実施状況 

届け出のある４施設が対象となった。対象

施設の内訳は、多機能クリニック２施設

（A,B）、自治体精神科病院(C)、私立精神科

病院（D）がそれぞれ１施設であった。イン

タビュー結果を下記に示す。 

 

１） 本管理料算定に至った理由や経緯 

事例をもとに本管理料算定に至った理由や

経緯を聴取した結果、以下のように要約され

た。 

 

・在宅時医学総合管理料から切り替えた 

・入退院を繰り返しており退院を契機に導

入した 

・単独での通院ができず、訪問診療・看護

が必要であった 

 

２）対象者 

対象者の内訳を、本管理料要件の「イ」

「ロ」「ハ」ごとに集計した。「イ」を算定

しているのは１施設であり、「ロ」を算定し

ているのは 2 施設であった。「ハ」は４施設

とも算定しており、最も算定者数が多かっ

た。施設別の対象者割合を表 2 に示す。 

 

３）チーム体制 

チームを構成する職種と人数を表 3 に示

す。尚、訪問看護の実施状況については、当

該医療機関の訪問看護ステーションとの連携

ありが 2 施設、一部外部の訪問看護ステーシ

ョンへの依頼が１施設、外部からの訪問看護

が１施設であった。 

 

４）会議 

①多職種会議 

多職種会議の実施状況について、以下のよ

うに要約された。また、訪問担当者会議の頻

度は週 1 回～月１回の頻度で開催されてい

た。 

 

・毎日情報共有をしている 

・オンラインでタイムリーに情報共有をし

ている 

・セクションごとに毎日会議を実施 

・訪問担当者で困難事例について会議を実

施 

 

②保健所との会議 

保健所との会議の実施状況について、以下

のように要約された 

 

・日程調整が困難 

・保健師が何かの用事で来院した際に情報

共有を行う 

・病院のスタッフが保健所に出向くように

している 

・PSW が保健所と連携をとっている 

・入院中の会議や往診時に保健師に同席し

て頂くよう調整している 

 

③ビデオ会議 

ビデオ会議を実施している施設はなかっ

た。しかし、院外関係者が集まることが難し

いため、導入できると役立つという意見があ

った。 

 

５）精神科オンライン管理料 

精神科オンライン管理料は、４施設とも算

定していなかったが、今後算定を希望すると

回答した施設は 2 施設であった。 

 

６）感想・意見 

①診療報酬について 
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在宅時医学総合管理料よりも診療報酬の点 

数が下がると回答した施設が２施設あった。 

 

②会議 

 月に１度の保健所との日程調整が困難であ

るという意見が共通していた。工夫している

点では、保健師と個別に連携をとるようにし

ている、本管理料の会議とハイリスク妊産婦

の会議を同時に開催するなどがあがった。 

 

③その他、意見や要望 

算定要件や患者の費用負担等について報告

された。 

 

・必要な職種の確保が難しいため、「イ」

「ロ」の算定が難しい 

・心理士も算定できるとよい 

・ハイリスク妊産婦連携加算のように、会

議は 2 カ月に１回の開催にしてほしい 

・在宅時医学総合管理料との使い分けが難

しく、情報を周知する必要がある 

・生活保護でない場合、患者の経済的負担

が生じる 

・高速代・駐車代などの交通費が高額 

・遠方への訪問は件数が限られる 

 

【調査Ⅱ】 

作成したシステム（図２）について、新ア

ウトリーチ支援に関わる事業を導入している

１自治体から仕様に関するフィードバックを

得た。自由記載は入力に時間・労力を要する

ため、選択式の入力方法が好ましいとの意見

があがった。また、すでに独自の情報入力様

式を導入し始めていることもわかり、互換性

をもって導入することが重要であることがわ

かった。 

 

D.考察 

【調査Ⅰ】 

本管理料の前身である精神科重症患者早期

集中支援管理料は、2017 年度の届け出機関

数は 26 であった。平成 30 年度 12 月の地点

での届け出機関数は、193 施設であり、制度

改定後に多くの医療機関が届け出たことがわ

かる。届け出機関数が増加した背景には、本

管理料の対象者が拡大されたことが考えられ

る。さらには、「ハ」の算定人数が、「イ」

「ロ」よりも多いことが示された。「ハ」の

算定要件には、24 時間連絡体制の確保や、

月に１回以上の保健所または精神保健福祉セ

ンター等と共同して会議を実施することが明

記されておらず、「イ」「ロ」より算定しや

すいことが考えられる。実際に、「イ」

「ロ」を算定するためには、保健所または精

神保健福祉センター等と会議を調整すること

が困難であるという意見が聴取された。 

 

【調査Ⅱ】 

自治体で独自に導入し始めている情報シス

テムと、本研究で開発したシステムとの互換

性を検討してく必要がある。また今後は、本

事業に取り組む自治体と医療機関や訪問看護

ステーションが本システムを活用し、連携を

はかりながら往診・訪問看護を行う体制づく

りも視野に入れ、本システムの実装を進めて

いく予定である。 

 

E.健康危険情報 

特に報告されていない。 

 

F.研究発表 

1.論文発表 

なし 

2.学会発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1.特許取得 

なし 

2.実用新案登録 

なし 
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表１.管理料届出医療機関数

 
 

 

 

 

 

 

表 2.「精神科在宅患者支援管理料」における算定割合 
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26 

※月平均算定人数から、管理料算定区分「イ」「ロ」「ハ」別の割合を算出 
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表 3.チーム体制における職種 

施設 A 施設 B 施設 C 施設 D 

DR4 

NS9 

PSW8 

OT7 

CP1 

 

 

 

DR3 

NS 

PSW 

OT 

 

※NS,PSW,OT約

100名 

DR2 

NS4 

PSW1 

CP1 

薬剤師 1 

DR 

NS 

OT3 

薬剤師 3 

DR: 精神科医 

NS: 看護師 

PSW: 精神保健福祉士 

OT: 作業療法士 

CP: 心理等技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１ 新アウトリーチ支援に係るシステム概念図 
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図２ 新アウトリーチ支援に係る事業調査システム 入力画面 
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